
気象警報発表時の登校・下校について 

児童生徒の登校・下校の対応 

1.『暴風警報』や『暴風雪警報』発表時における措置 

午前 7 時において、『暴風警報』や『暴風雪警報』が発表中の場合、その日は「臨

時休業」とします。 

1. 午前 7 時までに『暴風警報』や『暴風雪警報』が解除になった場合は、臨時休業

ではありません。気象の状況を確認し、無理のないように登校させてください。 

2. 臨時休業となった日の給食は休止となります。また、非常変災による給食休止の

ため、給食費の返金はできません。 

3. 登校後に『暴風警報』等が発表された場合は、下校時刻を変更し、保護者引き渡

しにより下校させる場合があります。その際は、保護者の方の迎えがあるまでは

学校で待機させます。 

※『大雨特別警報』、『暴風特別警報』、『暴風雪特別警報』、『大雪特別警報』の

場合も同様の措置とします。 

2.「避難指示」発令時における措置 

 1.午前 7時の時点で、千葉市に「避難指示」が継続中の場合、対象地域内に学区が 

含まれる場合は、「臨時休業」とします。 

  ※その場合は、学校から学校・家庭間連絡システム「すぐーる」等で連絡します。 

 2.午前 7時までに「避難指示」が解除になった場合は、臨時休業ではありません。 

気象の状況を確認し、無理のないように登校させてください。 

3.大雨警報・大雪警報等の発表時における措置 

 保護者の判断で登校させてください。 

 保護者の判断で登校を見合わせた場合は、欠席や遅刻とはなりません。 

4.子どもたちの安全確保のために 

大雨・暴風・大雪等の非常変災、その他の緊急事態の時には、ご家庭でも次の点につ

いてご協力ください。 

1. 大雨・暴風・大雪等の非常変災時の登校には、思わぬ危険があります。危険箇所

や持ち物について配慮していただくとともに、無理して登校させないようにして

ください。 

2. 警報・注意報が解除され、風や雨がおさまった後でも、通学路に危険がないかど

うかを確認して登校させてください。 

3. 大雨・暴風・大雪等の際に、遅刻・早退する場合には、学校（学級担任）に必ず

連絡してください。 
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 ＜保護者引き渡しの連絡があった場合の留意点＞ 

 学校・家庭間連絡システム「すぐーる」等による学校からの連絡を確認し、お子様を引き取りに来

てください。 

 保護者がお見えになるまで、お子様は学校でお預かりいたします。  

 保護者の代理の方が引き取る場合は、必ず保護者が学校へ連絡してください。 

 連絡がない場合には、引き渡しができない場合もあります。※学校独自のルールがある場合もあり

ます。 

 ※なお、「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合とは、「千葉市」に警報

が発表されている状態を指します。 

気象状況については、テレビ等のメディアや、インターネットで確認してください。

千葉市安心・安全メールや Yahoo!防災速報アプリのほか、気象庁 HP「あなたの街の防

災情報」でも確認することができます。 
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儿童到达和离开学校时应采取的措施 

在发生 "暴风雨警告 "或 "暴风雪警告 "时应采取的措施。 

如果 "暴风警告 "或 "暴雪警告 "在早上 7 点时生效，学校将 "暂时关闭 "一天 1. 

1.如果'暴风警告'或'暴雪警告'在早上 7点前解除，则不属于'临时关闭'。 请查看天气情况，

让您的孩子在不需要过度努力的情况下到学校上课。 2. 

2. 在学校临时关闭的日子里，学校的午餐将被暂停。 此外，由于紧急灾难导致学校午餐暂

停，学校午餐费将不予退还。 3. 

(3) 如果在孩子们到达学校后才发布暴风雨警报，那么放学时间可能会改变，孩子们可能会被

移交给他们的父母/监护人。 在这种情况下，儿童将留在学校，直到他们被父母接走。 

在 "暴雨特别警告"、"暴风特别警告"、"暴雪特别警告 "或 "大雪特别警告 "的情况下，也

将采取同样的措施。 

2.发布'疏散令'时应采取的措施 

 1.如果千叶市的'疏散令'在早上 7点仍然有效，而学校所在地区包括在其中，那么学校将在

'临时关闭日'关闭。 

在这种情况下，学校将暂时关闭。 

  在这种情况下，学校将通过学校-家庭通讯系统 "SUGU-ru "等通知公众。 

 2.如果疏散令在早上 7 点前被解除，学校将不会临时关闭。 

请查看天气情况，让您的孩子在不劳累的情况下上学。 

3.在出现大雨或大雪警告时应采取的措施 

让孩子们在家长/监护人的决定下上学。 

如果家长/监护人决定不允许孩子上学，则不视为缺席或迟到。 

4.为了孩子们的安全 

如遇大雨、暴风、大雪或其他紧急情况，我们要求各家庭配合做好以下几点。 

1.在大雨、风灾或大雪等紧急情况下，上学时可能会有意想不到的危险。 请注意危险区域和

个人物品，不要强迫您的孩子来上学。 

2.即使警报和建议已经取消，风和雨已经消退，请在让您的孩子来学校之前，确认在去学校的

路上没有危险。 

3.如果发生大雨、暴风或大雪，如果您的孩子要晚到或早退，请务必通知学校（班主任）。 

 ＜在与家长/监护人交接的情况下，应注意以下几点 

请家长/监护人通过学校/家庭通讯系统 "SUGU-ru "等确认学校的通知后，前来接孩子。 孩子

将被留在学校，直到家长/监护人到达。 

如果由家长/监护人的替代者来接孩子，家长/监护人必须与学校联系。 如果他们不联系我们，

我们可能无法交接孩子。 

*学校可能有他们自己的规则。 

 请注意，"暴风雨警告 "或 "暴风雪警告 "意味着 "千叶市 "已发出警告。 

请在电视和其他媒体以及互联网上查看天气情况。 除了千叶市安全保障邮件和雅虎防灾公告

应用程序外,您还可以查看 JMA 网站 "您所在城市的防灾信息"。 
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